
喜界町農地利用最適化推進委員募集要領 

 

１ 募集人員 

  ５人 

 

２ 任期 

  農業委員会が委嘱する日 

  （令和８年７月 20 日を予定）から令和 11 年７月 19 日まで（３年間） 

  （農業委員の任期と同じ） 

 

３ 身分 

  喜界町の特別職の非常勤職員 

  （地方公務員法第３条第３項第２号） 

  ※秘密保持義務が伴います。（農業委員会法第 24 条） 

 

４ 職務内容 

  農業委員会の業務は、農地法等の法令に定められた農地の権利移動や転用に係る許

認可業務及び農地等の利用の最適化の推進に関する活動です。その上で、農地利用最

適化推進委員は農業委員会が定める担当区域内（改選の都度委員の状況等を勘案し決

定）において、農地等の利用の最適化の推進のため、担い手への農地利用の集積・集

約化、遊休農地の発生防止・解消等の現場活動を行います。 

  喜界町においては、定例総会における議決権を除き農業委員と農地利用最適化推進

委員は同様の業務を行うこととしています。 

 【主な業務】 

 ・定例総会（毎月）での審議（※議決権はありません。） 

 ・農地等の利用の最適化の推進 

 （担い手への農地の集積・集約化、遊休農地の発生の防止・解消、新規参入者の促進等） 

・各種証明発行に係る現地調査 

 （相続税等の納税猶予に関する適格者証明等） 

 ・農業者等との意見交換会（年１回） 

 ・地域における話し合いの場への参加 

 ・農地の利用状況調査（年１回、概ね９月から 11 月） 

 ・農地等の利用の最適化に関する指針の見直し（概ね３年に一度） 

 ・現場活動（各種相談、違反転用防止、遊休農地の発生防止・解消、その他） 

 ・農業者年金加入促進 

 ・全国農業新聞加入促進 



５ 委員報酬 

  月額 21,500 円 

 （地方自治法第 203 条の２） 

 （報酬及び費用弁償条例第２条） 

 

６ 推薦を受ける者及び応募する者の資格 

  農地等の利用の最適化の推進に意欲と識見を有する者。 

  ただし、次のいずれかに該当する者は除く。 

 （１）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

 （２）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者 

 （３）何らかの公職（国会議員、固定資産評価員、当該市町村の人事委員会または公

平委員会の委員、教育委員等）に就いており、関係法令等により兼職が禁止さ

れている者 

 （４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年５月 15 日法律第

77 号）第２条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有

する者 

 （５）町税を滞納している者 

  ※ 農業委員と推進委員の両方に応募することはできますが、農業委員に委任され

た場合、推進委員の委嘱を受けることはできません。 

 

７ 推薦及び応募に係る手続き 

  この要領の指定様式に必要事項を記入し、持参により喜界町農業振興課までご提出

ください。 

  なお、推薦及び応募に係る書類は返却できませんのでご了承ください。 

 （１）推薦及び応募様式 

   ・応募する場合        → 様式第６号 

   ・個人が推薦する場合     → 様式第７号 

   ・法人又は団体が推薦する場合 →  様式第８号 

   ・履歴書           → 様式第４号 

   ・同意書           → 様式第９号 

 （２）応募用紙の入手方法 

    喜界町農業委員会の窓口に添えてあります。また、喜界町ホームページからも

ダウンロードできます。 

 

 



８ 受付期間 

  令和８年３月２日（月）から令和８年３月 31 日（火）まで 

  ・上記期間内の開庁日の午前８時 30 分から午後５時 15 分までに提出してください。 

 

９ 選考方法 

 （１）農業委員会等に関する法律第８条第４項「破産手続開始の決定を受けて復権を

得ない者」や「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行

を受けることがなくなるまでの者」等の欠格事由該当の有無の調査を行いま

す。 

 （２）提出された書類をもとに、農業委員会による審査を行い、選考決定します。 

 （３）喜界町農業委員会が委嘱します。 

 

10 選考の考え方 

  選考は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者の内から、以下の要  

件に留意して書類等により評価を行います。 

 （１）担当区域の住民から信頼を得ていること。 

 （２）担当区域の農地の耕地状況、所有状況に精通していること。 

 

11 その他 

  推薦・公募状況の公表（農業委員会等に関する法律施行規則（以下「規則」とい

う。）第 11 条）について、推薦及び公募の期間中（中間及び募集期間終了後）に次の

事項をホームページで公表します。なお、誤字、脱字と認められる場合は修正しま

す。 

 （１）推薦者（個人）の氏名、職業、年齢及び性別（規則第 11 条第２号） 

 （２）推薦者（法人又は団体）の名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数

及び構成員の資格・要件（規則第 11 条第３号） 

 （３）被推薦者（推薦を受ける者）又は応募者（応募する者）の氏名、職業、年齢、

性別、経歴及び農業経営の状況（規則第 11 条第４号） 

 （４）推薦又は応募の理由（規則第 11 条第５号） 

 （５）推薦者が被推薦者を喜界町農地利用最適化推進委員に推薦しているか否かの

別、又は応募者が喜界町農地利用最適化推進委員に応募しているかの別（規則

第 11 条第６号） 

 （６）被推薦者の数（規則第 12 条第１号イ） 

 （７）応募者の数（規則第 12 条第１号ロ） 

 


